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２．仙北地域振興局福祉環境部の沿革

昭和

20.  4. 20

昭和
23. 6. 10 23.  7.  1

25. 9. 1 25. 10.  9

25. 10. 18

昭和

26. 3. 29 26. 1. 10 26.  5. 23

26. 9. 28

26. 10. 1

28.  2. 22 ・課制実施。

29. 9. 3

30. 9. 1 30.  7. 26 ・課制廃止。

33.  4.  1 ・係制実施。

35. 9. 1

40. 4. 1

42. 5. 1 42.  5.  1

43. 4. 1

44. 4. 1 ・精神薄弱者福祉司を置く。 44. 9. 24

45. 3. 31

45. 4. 1 ・次長制となる。

47. 4. 1 47.  4.  1

48. 4. 1

49. 4. 1

50. 4. 1 50.  4.  1

51. 4. 1

53.  9.  1

仙北福祉事務所 大曲保健所 角館保健所

・銀行の敷地120坪、建物を
　2,500円で買収して、角館保
　健所が発足。（角館町岩瀬
　町42番48号）

・民家を買収して、大曲保健
　所が発足。（大曲町戸蒔字
　保谷19番）

・大曲保健所設置に伴い、
　28町村の事務移管。

・大曲町長福原定吉氏から
　県に対し土地（581坪）が寄
　付された。

・庁舎新築起工。（角館町横
　町33番）

・庁舎新築起工。（大曲町飯
　田字寺町後73番）

・社会福祉事業法制定、公布
　（26.6.1施行、一部26.10.1）、
　都道府県及び市は福祉事
　務所を設置することになる。

・総務課、衛生課の２課体制
　となる。

・庁舎竣工。（敷地645.10坪、
　建坪151.875坪）

・庁舎竣工。（木造ストレート、
　瓦葺２階建、延181.75坪）

・県は経過措置として地方事
　務所に民生課を設置、福祉
　事務所の職務を担当させ
　る。
・仙北地方事務所、民生課
　設置。

・課制廃止により総務係、予
　防係、保健係の３係体制と
　なる。

・地方事務所の民生課を福
　祉事務所に改編、仙北福
　祉事務所設置（県内８事務
　所）庶務係、民生係、児童
　福祉司、身体障害者福祉
　司の体制。

・農山漁村型Ｒ３に分類され
　た。

・庶務係、保護係、福祉係の
　３係体制となる。 ・総務予防課（総務係、予防

　係、保健係）、衛生課（衛生
　係）の２課４係体制となる。

・総務予防課（総務係、予防
　係、保健係）、衛生課（衛生
　係）の２課４係体制となる。

・福祉係を係長、児童福祉
　司、身体障害者福祉司、
　老人福祉指導主事の体制
　に改編。

・庁舎新築起工。（大曲市上
　栄町13番62号）

・同庁舎竣工。（鉄筋コンクリ
　ート２階、本館延建築面積
　684.7㎡。１階334.4㎡、付属
　建築物、倉庫、犬抑留室）

・健康管理課（総務係、指導
　係、管理係、保健係）、衛生
　指導課（公害係、試験係、
　衛生係）の２課７係体制とな
　る。

・健康管理課（総務係、指導
　係、保健係）、衛生指導課
　（衛生係）の２課４係体制と
　なる。

・衛生係が食品衛生係、環境
　衛生係となり２課８係体制と
　なる。

・民生課（総務係、３福祉司、
　老人福祉指導主事、青少年
　交通係）、保護課の２課制
　となる。

・衛生指導課が環境指導課
　となる。

・衛生指導課が環境指導課と
　なる。

・公害係と環境衛生係が統合
　され環境公害係に、管理係
　が廃止され、２課６係体制と
　なる。
・農山漁村型Ｒ３から農山漁
　村型Ｒ４となる。

・庁舎新築起工。（角館町小
　勝田字間野５４番５号）

- 2 -



仙北福祉事務所 大曲保健所 角館保健所

54. 4. 1

54.  4. 12

57. 4. 1

60. 4. 1 60.  4.  1

61. 4. 1

平成
4. 4. 1

平成 平成
5. 4. 1 5. 4. 1 5. 4.  1

6. 4. 1 6. 4.  1

8. 4. 1

12. 4. 1

14. 3 

14. 4. 1

15. 4. 1

17. 4. 1

17. 10. 1

18. 4. 1 ・児童・障害者班が障害者班となる。（部次長が保健所次長を兼務。）

20. 4. 1

令和

6. 4. 1

7. 4. 1 ・動物愛護センター県南支所が新設され、狂犬病予防業務等が環境指導課業務より移管となる。

・環境・食品衛生チームが環境対策チーム、衛生・動物愛護チームに改編され、３課４チーム体制となる。

・総務課（総務係、青少年交
　通係）、民生課、保護課の３
　課体制となる。

・同庁舎竣工。（鉄筋コンクリ
　ート２階、本館延建築面積
　660.36㎡、１階340.68㎡、倉
　庫113.0㎡）

・民生課（総務係、３福祉司、
　老人福祉指導主事）、保護
　課、県民生活課の３課体制
　となる。

大曲保健所（本所） 大曲保健所（角館支所）

・保健所再編成により、角館
　保健所を廃止し、大曲保健
　所角館支所とし、角館地区
　も大曲保健所管内に統合
　となる。
・健康管理課が健康指導課
　となり、医薬統計係が新設
　されて２課７係体制となる。
・農山漁村型Ｒ４から農山
　漁村型Ｒ３となる。

・保健所再編成により、大曲
　保健所角館支所となる。
・課制を廃止し、指導係、保
　健係の２係体制となる。

・県の行政機構改革により地域振興局体制となり、健康福祉センターは地域振興局の一部として仙北地域振興局
　福祉環境部となる。（仙北福祉事務所と大曲保健所は内部組織として、部長が保健所長を、次長が福祉事務所長
　を兼務）
・総務事務が地域振興局総務企画部に一元化され、福祉環境部は、企画福祉課（企画調整班、児童・障害者班、
　生活保護第一班、同第二班）、健康・予防課（健康増進班、疾病予防・医薬班）、環境指導課（環境・公害班、食品
　衛生班）の３課８班体制となる。
・障害者に対する支援費制度が施行され、知的障害者の福祉に関する事務が町村に委譲される。

・試験検査業務集中化に伴
　い試験検査係が廃止され、
　２課６係体制となる。

・医薬統計係が廃止、総務
　係が総務企画係となり、２
　課５係体制となる。

・老人福祉法及び身体障害
　者福祉法に係る措置事務
　が町村に委譲となり、総務
　企画課（総務担当、企画担
　当）、地域福祉課（生活保
　護担当、児童福祉司、精神
　薄弱者福祉司）、県民生活
　課の３課体制に改編され
　る。

・係制から担当制となり、２
　課５担当体制となる。

・係制から担当制となり、２担
　当体制となる。

・健康指導課が総務担当、
　企画担当、健康増進担当、
　疾病予防担当の４担当に
　改編される。

・健康増進担当、疾病予防担
　当の２担当に改編される。

・県民生活課が地方部県民
　室に移行し、総務企画課、
　地域福祉課の２課体制とな
　る。

・企画調整班と障害者班が統合され調整・障害者班に、健康増進班と疾病予防・医薬班が統合され健康・予防班
　に、環境・公害班と食品衛生班が統合され環境・食品衛生班となり、３課３班体制となる。

・情報共有、意思疎通の円滑化を目指したチーム制導入に伴い、企画福祉課調整・障害者チーム、健康・予
　防課健康・予防チーム、環境指導課環境・食品衛生チームの３課３チーム体制となる。

・市町村合併による大曲市の市名変更に伴い、大曲保健所から大仙保健所となる。

・大仙市への生活保護事務の移管等に伴い生活保護班が１班体制となり３課７班体制となる。

・仙北市及び南福祉事務所への生活保護事務の移管により、仙北福祉事務所を廃止するとともに生活保護班を廃
　止し、３課６班体制となる。

大曲仙北健康福祉センター

・仙北福祉事務所と大曲保健所を統合し、大曲仙北健康福祉センターを新設。（仙北福祉事務所と大曲保健所は内
　部組織となり、センター所長が保健所長を、副所長が福祉事務所長を兼務）
・担当制から班制となり、総務企画課（総務班、企画・高齢者班）、保健福祉課（児童・障害者班、生活保護班）、健
　康・予防課（健康増進班、疾病予防・医薬班）、環境指導課（環境・公害班、食品衛生班）、角館支所（健康増進班、
　疾病予防班）の４課１支所１０班体制となる。

・大曲保健所を増築し、大曲仙北健康福祉センターとして整備、福祉事務所が移転。

・角館支所が廃止、総務班と企画・高齢者班が統合され総務・企画班に、生活保護班が生活保護第一班、同第二班
　となり、４課８班体制となる。

仙北地域振興局福祉環境部
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３．管内主要指標
市町名

866.79 1,093.56 168.32 2,128.67 2,128.67

（R6.10.1） 28,405 8,985 5,995 43,385 43,443

総 数 （R6.10.1） 72,278 22,166 17,058 111,502 113,848

男 （R6.10.1） 33,890 10,223 8,015 52,128 53,190

女 （R6.10.1） 38,388 11,943 9,043 59,374 60,658

年 少 人 口 （ 0 ～ 14 歳 ） （R6.10.1） 9.2 7.6 8.7 8.8 9.0

生産年齢人口（15～64歳） （R6.10.1） 50.0 46.6 48.5 49.1 49.5

老 年 人 口 （ 65 歳 以 上 ） （R6.10.1） 40.8 45.8 42.9 42.1 41.5

(R7.3.31) 3,830 1,255 958 6,043 6,286

(R7.3.31) 715 233 195 1,143 1,142

(R7.3.31) 2,986 965 621 4,572 4,520

(R6.12.31) 12 3 2 17 13

(R7.3.31) 669 204 163 1,036 999

養 護 老 人 ホ ー ム (R7.3.31) 0 1 0 1 1

特別養護老人ホーム (R7.3.31) 14 4 3 21 21

介 護 老 人 保 健 施 設 (R7.3.31) 4 2 1 7 7

病 院 (R7.3.31) 6 2 0 8 8

一 般 診 療 所 (R7.3.31) 67 17 10 94 105

歯 科 診 療 所 (R7.3.31) 33 11 5 49 51

医 師 (R4.12.31) 175 38 9 222 208

歯 科 医 師 (R4.12.31) 52 25 9 86 76

薬 剤 師 (R4.12.31) 170 42 7 219 221

看 護 師 ・ 准 看 護 師 (R4.12.31) 1,176 311 107 1,594 1,561

歯 科 衛 生 士 (R4.12.31) 72 28 6 106 115

保 健 師 (R4.12.31) 46 19 16 81 80

(R7.3.31) 91 20 12 123 119

(R7.3.31) 1,104 603 201 1,908 1,868

(R7.3.31) 59 23 14 96 94

(R5.3.31) 76.7 69.5 64.0 73.3 73.0

世帯数・人口・年齢３区分別人口：秋田県の人口－秋田県年齢別人口流動調査－（県調査統計課）より

前 年 度 備 考
　区　分

面 積 ( ㎢ )

世 帯 数

人 口

大 仙 市 仙 北 市 美 郷 町 管 内 計

年 齢
３ 区 分 別
人口（％）

身 体 障 害 児 ・ 者 数

知 的 障 害 児 ・ 者 数

精 神 障 害 者 把 握 数

結 核 患 者 数

特定医療費（指定難病）受給者数
( 小 児 慢 性 特 定 疾 病 等 含 む ）

社会福祉
施設等数

医 療
機 関 数

水 道 普 及 率

医 療
従事者数

前年度欄
は、R2.12.31
現在（隔年調
査のため）

医 薬 品 製 造 及 び 販 売 業 者 数

食 品 営 業 許 可 施 設 数

集 団 給 食 施 設 数
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４．職員及び組織図（令和７年４月１日現在）

（１）職員の現員数調
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（２）組織図

( 兼 )

（医師）

( 兼 ) ( 兼 )

( 兼 )

（事務） （薬剤師）

（薬剤師）

定 数 内
職員内訳

合

計

併

任

職

員

（
再

掲

）

休

職

(

再

掲

)

定数外
職員

大 仙 保 健 所 次 長

1 2

技術吏員内訳

医 師 保 健 師 管理栄養士 薬 剤 師 放射線技師 獣 医 師 技術職員

7

福 祉 環 境 部 長

大 仙 保 健 所 長

福 祉 環 境 部 次 長

大 仙 保 健 所 次 長

地 域 環 境 専 門 員

1 8 1 4

定数内職員 11 8

健 康 ・ 予 防 課 長

8

健 康 ・ 予 防 ﾁ ｰ ﾑ 環 境 対 策 ﾁ ｰ ﾑ

8

( 兼 ) 環 境 指 導 課 長
(本務 地域環境専門員)

1 1 1 4 21 11 39 4 243 1 4 4 1 5

定  数  内  職  員

-

動物愛護センター県南支所長

(兼)企画福祉課長
（ 本 務 次 長 ）

調整・障害者ﾁｰﾑ 衛生・動物愛護ﾁｰﾑ

- -28 11
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５．業務分担

　【企画福祉課】
◇調整・障害者チーム

1. 部内各課の連絡調整に関すること

2. 保健、福祉に関する施策の企画及び総合調整に関すること

3. 医療・介護・福祉の連携促進に関すること

4. 社会福祉法人に関すること

5. 社会福祉施設の整備に関すること

6. バリアフリー社会の形成の促進に関すること

7. 高齢者施策に関すること

8. 児童健全育成、子育て支援に関すること

9. 地域保健対策の推進に関すること

10. 人口動態統計等に関すること

11. 保健・福祉に関する職員等の資質の向上及び学生等の実習に関すること

12. 障害者総合支援法に関すること

13. 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること

14. 自殺未遂者支援に関すること

15. 自立支援医療（精神通院）、精神保健福祉手帳の交付に関すること

16. 障害を理由とする差別の解消に関すること

17. 福祉関係施設の指導・監査に関すること

18. 手話通訳に関すること

　【健康・予防課】
◇健康・予防チーム

1. 心の健康づくり・自殺予防対策に関すること

2. 栄養の改善、地域住民の健康保持及び増進に関すること

3. 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること

4. 歯科保健に関すること

5. 結核、感染症対策に関すること

6. 難病対策、原爆被爆者対策に関すること

7. 病院、診療所その他の医療機関に関すること

8. 医師、歯科医師その他の医療関係者に関すること

9. 薬局、医薬品販売業及び医薬品製造業等に関すること

10. 毒物劇物販売業の取締りに関すること

11. 麻薬、大麻及びあへん等の取締りに関すること

12. 献血の推進に関すること

　【環境指導課】
◇環境対策チーム

1. 廃棄物の適正処理に関すること

2. 生活排水処理対策に関すること

3. 飲料水の衛生対策に関すること

4. 公害防止対策に関すること

5. 温泉の適正利用に関すること

6. 建築物における衛生的環境の確保に関すること

7. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること

8. 衛生害虫の相談に関すること

◇衛生・動物愛護チーム（動物愛護センター県南支所を兼ねる）
1. 食品衛生に関すること

2. 死亡獣畜取扱場、化製場に関すること

3. 狂犬病予防、動物の管理に関すること

4. 製菓衛生師に関すること

5. 生活衛生に関すること

6. 住宅宿泊事業に関すること
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６．各種相談事業

相 談 項 目 内 容 実 施 日 及 び 時 間

からだの健康 ○一般健康相談

　　・生活習慣病

　　・栄養

　　・感染症

　　・その他

こころの健康 ○精神保健福祉相談 医師による相談（要予約）

   月１回　       　16:00～17:00

保健師等による相談（随時）

エイズ・性感染症等 ○エイズ・性感染症に関する相談 医師による相談・検査（要予約）

個別相談・検査 ○エイズ・性感染症（クラミジア・梅毒）検査 　 第３水曜日　　　9:00～11:00

保健師等による相談（随時）

肝炎ウィルス検査 ○Ｂ型・Ｃ型肝炎ウィルス検査 医師による相談・検査（要予約）

   第３水曜日　　　9:00～11:00

保健師等による相談（随時）

骨髄提供希望者登録 ○骨髄提供希望者の登録手続き 定期登録日（要予約）

   第３水曜日　    9:00～11:00

相談　随時

難病に関する相談 ○難病に関すること

○指定難病の医療費等の相談　　　　

薬に関する相談 ○正しい服薬の相談

○医薬品等の販売に関する相談

福祉関係 ○女性相談（ＤＶ）

食品衛生に関する相談 ○食中毒、食品添加物、不良食品等の

 　苦情、相談

○家庭での食品衛生

○飲食店等食品関係の営業許可

犬、猫に関する相談 ○登録・狂犬病予防注射

○野犬、放し飼い等の苦情

○犬、猫の正しい飼い方

○飼えなくなった犬、猫の引き取り

生活衛生に関する相談 ○クリーニング師免許試験

○住宅宿泊事業の相談

○建築物管理業の相談

飲料水に関する相談 ○飲用井戸等の水質及び衛生管理

環境公害・廃棄物 ○浄化槽

○廃棄物の適正処理

○水質汚濁、大気汚染等の公害苦情

温泉に関する相談 ○温泉の利用及び保護

随 時

随　　　　時
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 ７．令和７年度の主な事業内容

◇企画福祉課　調整・障害者チーム

 会　議

 人材育成

 調査・統計

 高齢者福祉

　指定事業者等に対し実地指導を行う。
　（１）介護保険施設等の実地指導
　（対象は、有料老人ホーム２７施設：長寿社会課と合同実施。）

事　　業　　名 事　業　内　容

１　保健医療福祉の連携を
　　図るための各種会議

  地域における保健、医療、福祉、衛生及び生活環境に係る施策の
総合的な推進に関する事項の調査・審議を行う。
　（１）保健医療福祉協議会
　（２）医療・介護・福祉連携促進に係る担当者会議

事　　業　　名 事　業　内　容

１　保健福祉従事者等の資
　　質の向上・人材育成

  養成機関等の依頼により地域保健について学生等（高校生のイン
ターンシップを含む）の実習指導を行う。
　（１）保健所実習

事　　業　　名 事　業　内　容

２　各種統計調査 　関係機関からの調査等
　人口動態・衛生・生活等の状況を把握し、行政施策の基礎資料
とするため各種調査を実施する。
　　・人口動態調査
　　・各種統計調査（地域保健・健康増進事業報告、福祉行政・
　　　衛生行政報告、国民生活基礎調査、世帯動態調査など）

１　調査研究 　業務に関わる研究及び調査を行う。
　（１）各種発表会・学会への参加
　（２）秋田県保健環境業務研究発表会への参加

事　　業　　名 事　業　内　容

　年度内に百歳を迎える高齢者に対し、内閣総理大臣からの祝状及
び記念品を伝達する。
　（１）老人の日記念百歳高齢者に対する祝状及び記念品の伝達
　（対象は、当該年度内に満１００歳の誕生日を迎える者）

　社会福祉協議会の運営に対する実地指導を通じ社会福祉の推進
を図る。
　（１）社会福祉協議会の事務指導
　・対象は、美郷町社協。
　・原則として３年に１回実施（令和４年度実施）

１　高齢者の保健福祉サー
　　ビスの充実
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 障害者福祉

 精神保健福祉

　本人の申請に基づき、一定の精神障害の状態にあることを証明す
る手帳を交付する。
　（１）精神障害者保健福祉手帳の交付

　自殺未遂者やその家族等からの相談に応じて心のケアを図るとと
もに、会議や研修等を通じて地域の支援機関とのネットワークの強
化を図る。
　（１）自殺未遂者等相談業務（会議・研修・来所・電話相談）

  地域住民の精神保健福祉に関する知識の普及を図る。
　（１）地域住民への啓発活動

　精神障害者及びその家族や地域住民からの精神保健福祉に関す
る相談に応じる。
　（１）精神保健福祉相談事業（来所・電話相談）

　精神保健福祉法第２７条に基づき、自傷他害のおそれのある者に
対し、現地調査の上、必要に応じて指定医による診察を行う。
　（１）通報等に基づく診察の実施

事　　業　　名 事　業　内　容

１　精神保健福祉の向上

　アルコール健康被害に早期介入し、アルコール関連問題が深刻化
することを防ぐため、関係機関の連携強化や関係者への啓発活動を
行う。
　（１）アルコール関連問題対策事業（局重点事業）

事　　業　　名 事　業　内　容

１　障害者自立支援 　障害者総合支援法の円滑な施行のため、各市町及び障害者
福祉関係機関との連携を図る。
　（１）障害者総合支援法施行に伴う市町村支援及び障害者福祉
　  関係機関との連携
　　・地域自立支援協議会への出席
　　・各市町意思疎通支援事業に対する手話通訳員の派遣協力
　　・障害者就業・生活支援センター運営会議への出席

　精神障害者の通院医療費を公費負担する。
　（１）自立支援医療（精神通院）受給者証の交付
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◇健康・予防課　健康・予防チーム

 健康増進

事　　業　　名 事　業　内　容

１　健康づくり・生活習慣
    病予防対策

 
 

２　栄養・食生活改善 
 

３　歯科保健

 
 
 

４　がん予防・受動喫煙
    防止
 

 
  市町や関係機関と連携を図りながら、健康づくり対策を推進する。
　（１）地域・職域連携推進会議
　（２）地域課題解決連携事業
　（３）地域糖尿病重症化予防対策推進会議
　
 
   関係者及び関係機関を対象に研修会や巡回指導を実施し、地域
の栄養改善を進める。
　（１）栄養改善保健所研修会
　（２）特定給食施設指導
　（３）食育地域ネットワーク会議
　（４）大曲仙北地域食生活改善推進協議会
　
　生涯にわたって歯と口腔の健康維持を図る。
　（１）親子よい歯のコンクール
　（２）８０２０いい歯の表彰
　（３）口腔保健支援センター推進事業
　（４）地域歯科保健課題解決推進事業
　（５）「歯科口腔保健を軸とした生涯元気に暮らすあきた」推進事業
　
  がん予防及び受動喫煙防止等の普及啓発を行う。
　（１）出前講座
　（２）世界禁煙デーキャンペーン
　（３）健康増進法・秋田県受動喫煙防止条例に基づく指導
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 自殺予防

 感染症

事　　業　　名 事　業　内　容

１　心はればれ県民運動
　　推進事業

　自殺者の減少をめざして、地域の関係機関・団体との連携により
地域における心の健康づくりを推進する。
　（１）職場におけるメンタルヘルスセミナー
　（２）自殺予防街頭キャンペーン
　（３）心はればれゲートキーパー養成講座
　（４）自殺予防ネットワーク推進会議
　（５）自殺未遂者支援関係者会議（企画福祉課）
　（６）自殺未遂者支援事業（企画福祉課）

事　　業　　名 事　業　内　容

１　結核対策事業

２　感染症対策事業

３　エイズ予防対策事業

４　肝炎治療特別促進事業

  結核の感染予防、早期発見、早期治療による結核まん延防止対策
を推進する。
　（１）感染症診査協議会結核部会
　（２）地域ＤＯＴＳ推進事業
　（３）結核精密検査及び接触者健診
　（４）結核予防思想の普及啓発

　感染症の正しい知識を広く啓発し、感染症の発生及び拡大を防止
する。
　（１）感染症発生動向調査
　（２）予防啓発（健康教育）
　（３）発生時の感染症法に基づく疫学調査、接触者健康診断、保健
　　　指導の実施

　エイズに対する正しい知識の普及と個別相談・検査を実施し、感染
拡大防止に努める。
　（１）医師による個別相談、検査
　（２）保健師による随時相談
　（３）「ＨＩＶ検査普及週間」「世界エイズデー」に伴う街頭キャンペー
　　　ン

　Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎の治療に要する医療費の助成、普及啓
発等の肝炎対策を実施する。
　（１）肝炎治療特別促進事業
　　・Ｂ型・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、
　　　インターフェロンフリー治療等への助成
　（２）肝炎ウイルス検査
　（３）ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業
　　・陽性者フォローアップ事業
　　・検査費用助成
　（４）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
　　・肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療費助成
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 特定医療費（指定難病）、小児慢性特定疾病

 原爆被爆者

 臓器移植関連

 妊婦出産への健康づくり支援

事　　業　　名 事　業　内　容

１　特定医療費(指定難病)、
　　小児慢性特定疾病医療
　　費助成事業

２　難病患者地域支援対策
　　推進事業

３　難病相談・生活支援事業

　原因が不明であって治療方法が確立していない疾患について、医
療の確立を図るとともに患者の医療費の負担軽減を図る。
　（１）特定医療費（指定難病）、小児慢性特定疾病医療費の助成

　関係機関と連携し、医療・生活・福祉等の相談を行い療養生活を支
援する。
　（１）在宅療養支援計画策定・評価事業
　（２）医療相談事業
　（３）訪問相談・指導事業

　小児慢性特定疾病児童等、その保護者に対する相談支援、必要な
情報提供、助言、自立への支援を行う。
　（１）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

事　　業　　名 事　業　内　容

１　原爆被爆者対策事業 　被爆者に対する保健医療及び福祉にわたる総合的な援護を図る。
　（１）健康手帳の交付者の健康診断（定期健康診断・がん検診）
　　の実施

事　　業　　名 事　業　内　容

１　骨髄提供希望者登録
　　推進事業

２　臓器移植推進事業

　骨髄提供希望者に対して骨髄移植及び骨髄バンク事業についての
説明並びに登録受付業務を行う。
　（１）定期登録日
　（２）集団登録の実施

　臓器提供意志表示カードの普及、運転免許証及び健康保険証等
への移植意志記載の推進

事　　業　　名 事　業　内　容

１　幸せはこぶコウノトリ
　　事業

　「体外受精」及び「顕微授精」に係る治療費の一部を助成する。
　（１）特定不妊治療に要する治療費の助成事業
  （２）先進医療等に要する治療費の助成事業
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 医務・薬務、献血

１　病院等医療監視

２　薬事監視
 
 
 
 
 

３　毒物劇物監視

４　麻薬立入検査

５　薬物乱用防止推進事業

６　地域医療推進事業

７　救急・災害医療体制
　　強化事業

８　献血推進事業

　「医療法」に基づく病院等への立入検査を行う。
　　・医療従事者の充足状況
　　・安全管理体制の確保
　　・管理運営、診療放射線の管理
　　・院内感染防止対策
　　・防火防災対策
　　・医療廃棄物の適正処理等

　「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律」に基づく薬局・医薬品販売業・管理医療機器販売業等に対
する監視指導を行う。
　　・管理者の勤務状況
　　・施設、医薬品、医療機器の管理状況
　　・不良医薬品、管理医療機器の発見
　　・薬剤師の充足状況

　「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物劇物販売業者に対する監視
指導を行う。
　　・盗難、紛失、流失、飛散、漏洩の防止、措置状況
　　・譲渡手続き、記録の保管状況

　「麻薬及び向精神薬取締法」に基づく病院・診療所・薬局等麻薬取
扱者に対する立入検査を行う。
　　・盗難、紛失の防止措置状況
　　・譲渡手続、記録の保管状況
　　・麻薬の使用状況

　薬物乱用の青少年層へのまん延が全国的に大きな社会問題となっ
ていることから、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開する。
　（１）「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　　・626ヤング街頭キャンペ－ン
　　・地域団体キャンペ－ン
　　・職域募金

  地域における医療体制の把握と推進、プライマリ・ケアの確保を指
導する。
　（１）保健医療福祉協議会地域医療推進部会の開催

　救急災害医療体制の推進及び救急病院・救急車の適正な利用、救
命技術に関する普及啓発を行う。
　（１）保健医療福祉協議会救急・災害医療検討部会の開催
　（２）小児救急医療啓発事業

　献血思想の普及や関係機関・団体の連携により、献血運動を推進
し、県民医療に欠くことのできない血液を確保する。
　（１）献血計画に基づく献血事業の実施
　（２）保健医療福祉協議会献血推進部会の開催
　（３）ふれあい献血キャンペーンの実施

事　　業　　名 事　業　内　容
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◇環境指導課　環境対策チーム　衛生・動物愛護チーム

 生活衛生

 水　道

 廃棄物

 環境保全

事　　業　　名 事　業　内　容

１　特定建築物の衛生指導

２　住宅宿泊事業の指導

　特定建築物の管理登録業者の調査指導を行う。

　住宅宿泊事業法に基づく届出の審査及び標識を交付する。

事　　業　　名 事　業　内　容

１　水道施設の基盤強化

２　水道施設の維持管理の
　　強化

　水道施設の認可等を行うとともに、規模の小さな水道事業の管理
や水道施設の老朽化対策について、市町の水道管理者と連携を
図りながら指導を行う。

　安全な飲料水の安定供給を確保するため、クリプトスポリジウム等
対策など、水道管理者の水質管理体制について監視指導を行う。

事　　業　　名 事　業　内　容

１　廃棄物の適正処理等の
    推進

２　一般廃棄物処理対策の
　　推進

３　産業廃棄物処理対策の
　　推進

４　環境美化運動の推進

　廃棄物の適正処理等を推進するため、市町及び関係機関と連携を
図りながら住民への普及啓発を行う。

　一般廃棄物の適正処理を確保するため、市町の処理施設の整備
等をサポートするとともに、処理施設の監視指導を行う。

　産業廃棄物の適正処理を確保するため、排出事業者、処理業者
の監視指導及び処理施設等の設置・維持管理指導を行う。

　市町及び関係機関と連携を図りながら環境美化運動を推進する。

事　　業　　名 事　業　内　容

１　環境保全活動の普及
　　啓発

２　公害防止対策の推進

　地域における環境保全活動を広範に展開するため、普及啓発活
動を実施する。

　環境及び汚染発生源の監視指導体制の充実を図り、公害の未然
防止に努める。
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　  温　泉

　  食品衛生

　  狂犬病予防及び化製場

事　　業　　名 事　業　内　容

事　　業　　名 事　業　内　容

１　狂犬病予防対策の推進

２　動物の愛護及び適正
　　管理の推進

３　化製場等の衛生管理
　　の推進

　狂犬病予防対策を推進するため、市町及び獣医師会と連携し、
登録及び狂犬病予防注射の徹底を図る。

　犬猫による地域住民への迷惑行為を未然に防止するため、飼い
主に対して適正な飼養管理方法を啓発することで、地域社会にお
ける人と動物のよりよい関係の構築を図る。

　死亡獣畜の適正な処理を図るため、化製場、死亡獣畜取扱場の
衛生管理指導を行う。

１　温泉保護対策の推進 　温泉の保護と適正利用のための調査指導を行う。

事　　業　　名 事　業　内　容

１　食品衛生監視指導の
　　強化

２　食品等の検査の実施

３　食品衛生思想の普及
　　啓発

４　食品衛生自主管理の
　　推進

　飲食に起因する食中毒等を未然に防止するため、重点監視対象
施設、重点指導事項、特別監視期間を定めて効率的な監視指導
を行う。

　流通する食品等の安全を確保するため、収去検査や現場での検
査を行い、違反食品の排除に努める。

　消費者、食品関係営業者及び従事者に対して食品衛生及び食の
安全・安心対策の普及啓発を行う。

　食品関係営業施設における自主的な衛生管理を推進するため、
食品衛生協会や食品衛生推進員の活動に対して指導を行う。
　また、食品関係営業者への秋田県版HACCP認証取得に向けた
指導を行う。

- 15 -



８．附属機関委員名簿

（１）保健医療福祉協議会 令和７年４月１日現在

協 議 会 役 職 氏　　　　名

三浦　俊一 （一社）大曲仙北医師会長

今野　功成 大仙市副市長

赤上　陽一 仙北市副市長

本間　和彦 美郷町副町長

畠山　桂郎 大曲仙北歯科医師会長

高橋　正 秋田県薬剤師会大曲仙北支部長

三浦　康 大曲厚生医療センター院長

佐藤　幸美 （社医）明和会　大曲中通病院長

伊藤　良正 市立角館総合病院長

星野　良平 市立田沢湖病院長

煤賀　恵美 秋田県看護協会大仙・仙北地区支部長

佐藤　力 大仙市社会福祉協議会長

佐藤　義勝 大曲仙北老人福祉施設連絡協議会長

　久男 大曲食品衛生協会長

小松　博子 大曲仙北地区結核予防婦人会連合会長

出雲　房子 大曲仙北食生活改善推進協議会長

千田　千春 仙北市包括支援センター所長

粟津　明子 南教育事務所仙北出張所指導主事

※任期　令和６年４月１日～令和８年３月３１日

・地域医療推進部会 令和７年４月１日現在

協 議 会 役 職 氏　　　　名

三浦　俊一 （一社）大曲仙北医師会長

三浦　康 大曲厚生医療センター院長

畠山　桂郎 大曲仙北歯科医師会長

高橋　正 秋田県薬剤師会大曲仙北支部長

佐藤　幸美 （社医）明和会　大曲中通病院長

伊藤　良正 市立角館総合病院長

星野　良平 市立田沢湖病院長

寺邑　敏彦 （医）あけぼの会　花園病院長

下村　辰雄 県立リハビリテーション・精神医療センター病院長

関根　篤 大曲仙北医師会理事　協和病院長

佐藤　浩平 大曲仙北医師会在宅医療担当理事　みさと在宅診療所

煤賀　恵美 秋田県看護協会大仙・仙北地区支部長

古屋　英理子 仙北訪問看護ステーション管理者

佐藤　義勝 大曲仙北老人福祉施設連絡協議会長

小原　秀和 県南地区介護支援専門員協会長

佐藤　和博 大仙市健康福祉部長

千田　千春 仙北市包括支援センター所長

草彅　秀典 仙北市市民福祉部長

大澤　修 美郷町福祉保健課長

※任期　令和６年４月１日～令和８年３月３１日

所属機関・団体及び役職名

所属機関・団体及び役職名
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・救急・災害医療検討部会 令和７年４月１日現在

協 議 会 役 職 氏　　　　名

三浦　俊一 （一社）大曲仙北医師会長

佐藤　幸美 (社医)明和会　大曲中通病院長

高橋　正 秋田県薬剤師会大曲仙北支部長

三浦　康 大曲厚生医療センター院長

伊藤　良正 市立角館総合病院長

星野　良平 市立田沢湖病院長

寺邑　敏彦 (医)あけぼの会　花園病院長

山下　貴史 大曲仙北歯科医師会理事

佐々木　富美子 大曲厚生医療センター看護部長

福田　祐子 大仙市健康福祉部健康増進センター所長

渡辺　直弥 仙北市市民福祉部保健課長

大澤　修 美郷町福祉保健課　保健センター所長

大柄　大輔 大仙警察署地域課長

髙橋　邦幸 仙北警察署地域課長兼交通課長

千田　昌弘 ㈱バイタルネット秋田県南支店長

田口　吉明 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部救急課長

※任期　令和６年４月１日～令和８年３月３１日

・献血推進部会 令和７年４月１日現在

協 議 会 役 職 氏　　　　名

三浦　康 大曲厚生医療センター院長

佐藤　浩保 秋田県薬剤師会大曲仙北支部理事

渡部　剛 秋田県立大曲高等学校長

齊藤　芽衣 秋田県立大曲農業高等学校養護教諭

伊岡森　杏子 大曲商工会議所総務課主任

石郷岡　直宏 仙北市商工会事務局長

藤田　千佳子 美郷町商工会事務局長

太田　敏彦 大曲ライオンズクラブ理事

佐藤　大志 角館ライオンズクラブ会長

森川　悌一 大仙市健康福祉部健康増進センター主幹

畑山　由美子 大仙市経済産業部商工業振興課主幹

藤原　愛 仙北市市民福祉部保健課主事

天野　杏奈 仙北市農林商工部商工課主任

井上　菜々 美郷町福祉保健課主事

鈴木　紀和 美郷町商工観光交流課交流・商工班長

加賀谷　文恵 株式会社今光学機械製作所秋田工場業務課

※任期　令和６年４月１日～令和８年３月３１日

所属機関・団体及び役職名

所属機関・団体及び役職名
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（２）大仙・仙北地域医療構想策定調整会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年７月１日現在

氏　　　　名

会 長 　三浦　俊一 （一社）大曲仙北医師会長

副 会 長   木村　真也 大仙眼科クリニック院長（有床診療所代表）

　下村　辰雄 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター病院長

　大谷　和生 市立大曲病院長

　伊藤　良正 市立角館総合病院長

  星野　良平 市立田沢湖病院長

　三浦　康 大曲厚生医療センター院長

　佐藤　幸美 大曲中通病院長

　関根　篤 協和病院長

　寺邑　敏彦 花園病院長

　畠山　桂郎 大曲仙北歯科医師会長

　高橋　正 秋田県薬剤師会大曲仙北支部長

　煤賀　恵美 秋田県看護協会大仙・仙北地区理事

　菅原　裕宏 全国健康保険協会秋田支部企画総務部長

　佐藤　義勝 特別養護老人ホーム「ロートピア緑泉」施設長

　及川　妃都美 美郷町包括支援センター所長

　福田　祐子 大仙市健康増進センター所長

　村瀬　克広 仙北市医療局医療連携政策監

　大澤　修 美郷町福祉保健課長

※任期　令和６年６月１７日～令和８年３月３１日

（３）感染症診査協議会（結核部会） 令和７年４月１日現在

協 議 会 役 職 氏　　　　名

部 会 長 　佐藤　幸美 （社医）明和会　大曲中通病院長

　渡部　敦 大曲厚生医療センター　医師

　工藤　宏次 くどう整形外科院長

  髙橋  庄孝 大曲人権擁護委員

　河村  憲史 河村のりひと法律事務所

※任期　令和５年４月１日～令和７年３月３１日

（４）感染症診査協議会（感染症部会） 令和７年４月１日現在

協 議 会 役 職 氏　　　　名

委 員 　佐々木　重喜 羽後長野駅前内科院長

　佐藤　幸美 （社医）明和会　大曲中通病院長

　渡部　敦 大曲厚生医療センター　医師

　   髙橋　庄孝 大曲人権擁護委員

　河村  憲史 河村のりひと法律事務所

※任期　令和５年４月１日～令和７年３月３１日

所属機関・団体及び役職名

所属機関・団体及び役職名

所属機関・団体及び役職名
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